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若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化します 

～9月に集中的な監督指導を実施～ 

～新卒応援ハローワークに相談窓口を新設～ 

 

 栃木労働局（局長 坂本忠行）は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への

取組を強化するため、以下の取組を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年８月３０日 

【照会先】  

労働基準部監督課 
  監督課長     西本 直哉 

主任監察監督官  五十嵐理夫 
  （電話）０２８－６３４－９１１５ 
  （FAX）０２８－６３２－６５８５ 
 職業安定部職業安定課  
  職業安定課長   野口 明 
  職業安定課長補佐 青山 繁 

（電話）０２８－６１０－３５５５ 
（FAX）０２８－６３７－８６０９ 

 

厚生労働省栃木労働局 Press Release 

１ 本年９月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な監督指導を実施 

離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業、過重労働があり

労働基準関係法令違反の疑いがある企業等へ重点的に監督指導を実施します。 

２ 9 月 2 日に「若者使い捨て企業苦情相談窓口」を新設 

宇都宮新卒応援ハローワークに、若者の「使い捨て」が疑われる企業等の情報

や相談を受け付ける窓口を新設します。 

３ 無料電話相談を実施 

実施日時  平成 25 年 9 月 1 日（日）9:00～17:00 
フリーダイヤル ０１２０－７９４－ ７１３ 

４ 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進 

企業への集団指導等、様々な機会を通じてパワーハラスメント（パワハラ）の

予防について周知啓発を徹底します。                 

※ 詳細は別紙及びリーフレットのとおり。 

なくしましょう     ながい残業 



 

１について 

○ 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施 

① 労働基準監督署及びハローワークの利用者等からの苦情や通報等により、

離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、

監督指導を集中的に実施します。 

② ①以外にも過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等

に対して重点的な監督指導を実施します。 

③ 監督指導の結果、法違反の是正が図られていない場合は、是正が認めら

れるまでハローワークにおける職業紹介の対象としません。 

 

○ 過労死等事案を起こした企業等に対する再発防止の徹底 

脳・心臓疾患等に係る労災請求事案が行われた企業等について、法違反の

是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再

発防止の取組を徹底します。 

 

 

２について 

○ 宇都宮新卒応援ハローワーク「若者使い捨て企業苦情相談窓口」の概要 

 「若者使い捨て企業苦情相談窓口」において、若者の「使い捨て」が疑わ

れる企業等の情報や相談を受け付けた場合、相談内容に応じて、ハローワー

クで事業所訪問等により事実確認を行った上で必要な指導を行います。この

ほか、労働基準法等の違反が疑われる場合は労働基準監督署に情報提供し監

督指導につなげる等、関係部署・機関との連携を図り、必要な窓口等に誘導

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 

 

【利用時間】 
平 日 ８：３０～１９：００ 
土曜日 １０：００～１７：００ 

（日曜、祝日、年末年始は閉庁） 
 
【所在地】 

宇都宮市駅前通り 1－3－1フミックスステムビル 1階 

ＴＥＬ：０２８－６７８－８３１１ 



３について ※ 別添リーフレット 参照 

 労働基準法の施行日である９月１日（日）に全国８ブロックで電話相談を

実施します。相談内容を踏まえ、労働基準関係法令違反が疑われる企業等に

監督指導を実施します。  

 

※ ９月２日以降も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓

口」で引き続き相談や情報を受け付けます。 

【栃木労働局管内の「総合労働相談コーナー」一覧】 

 

総務部企画室 ０２８（６３４）９１１２ 

労働基準部監督課 ０２８（６３４）９１１５ 

宇都宮労働基準監督署  ０２８（６３３）４２５１ 

足利労働基準監督署  ０２８４（４１）１１８８ 

栃木労働基準監督署  ０２８２（２４）７７６６ 

鹿沼労働基準監督署  ０２８９（６４）３２１５ 

大田原労働基準監督署  ０２８７（２２）２２７９ 

日光労働基準監督署  ０２８８（２２）０２７３ 

真岡労働基準監督署  ０２８５（８２）４４４３ 

 

【労働基準関係情報メール窓口】 

URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html 

 

４について 

パワーハラスメント（パワハラ）による若者の使い捨てをなくすべく、労

使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発を行います。 

・ 厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」の周知。 

・ パワハラ対策の必要性等をわかりやすく説明したポスター、リーフレ

ット等を作成し、企業に対する集団指導等を通じて配布、周知。 


